
水巻町障 い者就労施設等 物品等調達推進方針 
 

 目的 

  こ 方針 国等 障害者就労施設等 物品等 調達 推進等

関す 法 障害者優先調達推進法 いう 第 条第 項 規定

基 障 い者就労施設等 就労す 障 い者 自立 進 資す

障 い者就労施設等 物品及び役務 物品等 いう 調

達 推進を こ を目的 す  

 

 適用範  

  こ 方針 町 全組織 適用す  

 

 調達 対象 障 い者就労施設等 

  調達 対象 障 い者就労施設等 障害者優先調達推進法第 条第

項 第 項 規定す 施設等 う 物品等 調達 可能 施設等

す  

 

 調達す 物品等 

障 い者就労施設等 調達す 物品等 次 す し 記

記載 い あ 調達可能 物品等 あ 対象 す  

物品 

事務用品 書籍 食品類 小物雑貨 そ 他 物品 

役務 

印刷 リ ニン 清掃 施設管理 そ 他 役務 

 

 調達目標 

  前年度実績を基準目標 し そ を 回 う努  

 

 調達推進方法 

 障 い者就労施設等 提供 物品等 い 情報を収集し 町

全組織 対し 情報提供及び優先調達 依頼を行う し 全庁的

取 組 を推進す  

 物品等 契約 あ 地方自治法施行 第 条 第 項

第 号 規定及び水巻町財務規則等 基 随意契約を活用し

障 い者就労施設等へ 優先調達 努 す  



 調達方針及び調達実績 公表 

こ 方針 町 ム ジ 公表す  

調達実績 い 会計年度終了 遅滞 く実績 概要を取

町 ム ジ 公表す  

 

 担当窓口 

  こ 調達方針 担当窓口 福祉課障 い支援 す  


